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子どもの権利条約
門前東小学校 校長 浅見 淳一

長かった２学期も終わりました。冬休みのスタートです。長期休暇としては丸２年ぶりの

「外食や旅行の制限がない」休みとなります。もちろん，コロナ対策を行っての上ではあり

ますが，久しぶりに親戚やいとこに会えるなど，児童の冬休みに抱く期待も大きいものがあ

ることでしょう。学校としては，児童に，生活リズムを崩すことなく，充実した思い出に残

る冬休みを送ってほしいと考えています。もちろん宿題も計画的にやってもらいたいです。

保護者・地域の皆様におかれましては，児童へのご支援をよろしくお願いいたします。

世界人権デー（１２月１０日）について学習した６年生が，１２月１３日の人権集会で，

「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」について，プ

レゼンテーションを使って，分かりやすく発表してくれました。

子どもの権利は，大きく分けて４つあります。「生きる権利」，

「育つ権利」，「守られる権利」，「参加する権利」です。この条

約は，子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められ，

１９８９年の国連総会において採択されました。

６年生の感想から一部を紹介します。

「私たちの『当然』は，『権利』で守られていると感じた。」

「下級生に，しっかり分かってもらえたらなと思った。」

「私たちは，危険なことから守られているのだと知った。」

「これからは，人を大切にしていきたい。」

「大人が，子どものことを考えてくれていることが分かった。」

１～５年生の感想から一部を紹介します。

「守られているのが分かって，うれしい。」

「大人が，僕たちを大切にしてくれている。」

「困っている人に『大丈夫？』と聞きたい。」

「私たちは，たくさんの人に守られている。」

児童は，４つの権利の中で，特に「守られ

る権利」について考えてくれたようですね。

私たち教職員も，この条約の主旨を大切に

して児童と向き合うことを再確認しました。

９月のＰＴＡ役員会で，「市Ｐ連安全啓発活動委託事業助成金」

を使って購入することについて承認していただいていた熊鈴ですが，

理想的な鈴がなかなか見つからず，このほどようやく購入するに至

り，１２月９日，児童に配付しました。ほとんどの児童は，ランド

セルに付けてくれています。時期的に，もうクマは冬眠に入ったか

もしれませんが，警戒の程，よろしくお願いいたします。

禅の里 日 曜 学 校 行 事

１ 土 元旦

２ 日

３ 月

４ 火

５ 水

６ 木 ノーゲームデー

７ 金

８ 土

９ 日

１０ 月 成人の日

１１ 火 ３学期始業式，書き初め大会，ＳＢ１４：３０一斉

１２ 水 身体測定，ＳＢ１３：３０一斉

１３ 木 ヤマメ放流

１４ 金
授業参観（百人一首大会），ＳＢ１４：４０一斉，学級懇談会，教育懇話会，

ＰＴＡ専門委員会

１５ 土

１６ 日 ノーゲームデー

１７ 月

１８ 火

１９ 水 児童委員会⑨

２０ 木

２１ 金

２２ 土

２３ 日

２４ 月

２５ 火

２６ 水 ノーゲームデー，クラブ⑦

２７ 木 なわとび大会

２８ 金

２９ 土

３０ 日

３１ 月 児童集会⑨

１２月８日，給食で，６年生に香箱ガニを提供しました。市では，食育の一環として冬を

代表する地元の特産品を味わってもらおうと，毎年，６年生にカニを提供しています。

塩ゆでされた香箱ガニが１人に１杯ずつ付きました。

おそるおそるカニの殻を外す児童もいましたが，児童は

脚にしゃぶりついて身を吸い出したり，メスならではの

卵を味わったりと，冬の味覚を堪能していました。

Ｏ君は，「カニが大好きなのですが，給食で提供され

るのは６年生だけなので，ずっと待ち望んでいました。

とてもおいしかったです。」と話していました。




